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…
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…

…
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…

…
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…
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…
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落
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…

…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
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…
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…
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…
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が
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…
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…
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…

…
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…

…
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…

…
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…
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…

…

…

…

…

…

…
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…

…

…
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…
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道

１

注
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公
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約
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規

るよに定
）
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行
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…
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防
築

…

と
第

画
備
湾
害
導

…

計
整
港
災

）
）
）

…

課
課
課
課
課

…

）
）

お
の

払
額
分
場
わ
に
条
応

に
け
い
２
じ

金
を
請
合
な

し
代
お
れ
て
の
年

額
差
負

）課画計市 第
引
金
い
ば
、
規

良
良
良
良
良
良
業 導
山

指
指
指
指
指
指
指
治

課
課
課
課

導
導
導
導
導
導

）
）
）
）
）
）

課
課
課
課

）
）

分
場
き
み
き
の
は
３

前

合
の

に

請
合
は
の

割
そ

お
該
払

で
残
第

あ

負
に
当

て

金
い
賠
金

計
額
１

っ

代

総

総
の
調
指

局

部
定
地
良

課

課
部
課
課

務

務
一
整
導

）

）
改
）
）

式
３
払
額

北

金
を

北
別
第

海

額
差

海
記

道

北
道
建
条
第

し

規
ジーペ

海
建
設
第
１
第
引

則

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）

道
成
海
平
北

則

建

則

結
機

、

項
締
融

は

３
の
金

報

し

の

、
よ
若

布

は
に
関

公

保
除
は

か

約
免
く

日

契
り

事

行

金
て
証

施

証
し
保

ら

っあにき
免
る
業

す

を
い
会

る

甲を額残のそはて

い
相
て
な
当
定
パ

に
除
場

よ
セ

条
た
当
、
ら
該
に
ー

い
払
る
ン

の
額
額
第
な
支

規
）
」

き
の

定
を
と
条
と
済
と
ト

は
の
に
割

に
、
い
第
き
み

。
項
当
前
あ
合

よ
第
う
２

部
項
）
又
該
払
っ
で

る
１

は
算

分
前
と
は
賠
金
て
計

金
に
そ
し

払
段
差
次
償
額

清
第
額
な
の
た

を
の
引
条

相
て
償
額

算
を
項

額

し
で

場

そ

当
、
金
に

し
甲
の

は
額
返
合

の

額
次
額
な

た
に

、
残

の
還
に

残

」
条
を
お

い
１
当
額

利
し
お

額

と
第

て

前

う
項
該
の

息
な
い

に
付
れ
、

払

。
又
残
あ

を
け

と
と

し
ば
第

金

）
は
額
る
の

と
第

支

差
２
差
き

た
な な
の

払

引
項
引
は

額
ら
条

い

の

清
の
清
、

を

道
設
工
３
項

第

建
工
事
項
の
条
た

設
事
請
を
場
の
額

号

に
定
を

工
執
負
次
合
規
）

規
準
よ
お
に
、

事
行
標
の

る
１

行
則
契
う
い
よ
第

執 規

約
に
て 第
分
前

則
昭
書
改
、
部
項
払
段

の
和
式
め
第
る

一

。
条
を
の

部
年
を
北
条

の
し
で

行
日

執
６
事
月
工
４
設
年

の則規

規

の

し
合
社

。

正改を部一

。
を

る
く
証

い
除
保

て
を 又

供

合
）
提

場

い

保
約
て

行
契
せ

履
は
さ

保
証
る

証
保

第

ばれけなし還返
険
金
場

契
に
合
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残
額
の

て
き
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を
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残
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額
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利
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で
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前
息
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付
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に
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残
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と
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額
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差
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支
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部
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項
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そ
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に
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お
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。
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に
る

前

還

き
り
の
除

第

る

返 の

形
乙
と
が

又

金

日

部
が
す
第

条

払

ま

分
賠
る
又
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又
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又
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払
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６
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平
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８
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に屋塔び
）
）

。

高

一
一
一

事

）

知

。

道

る

お

執
成
な

行

例

別
月
の

則
６
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に
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負
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土
定
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示
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域
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成
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告
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９
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示

年

在

日６月４
。
年
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書

第

合
定
類

法

年４

整
め
は

昭

月

号

日
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北

和

６

備
た
、 川

律
手

上

法
い

道

年
担

海

援

支

第
支 型

庁 備

）
］

に

号

地
た

月

第

第

改
に

日

良
狩

号
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別

土
南
幌
秩

及
利
区
場

改
原
内
別

今
土

地
美
加
父

地
地
地

土
改

土
土
土

金
地

良

改
区

区
改
改
改

地
良

良

区
成

名
区
区
区

良
が

良
良

更
年

第

を
４

法

古

認
月

昭

平

号

」

し
日

和

町
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６

法
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年

を

た

村

第

牧

律

島

）

古

号

の

第

平

日６月４年

第

決
北

称
地

海
定
道

報

号

市

一
示

海
幌

の
告

北
札

）

総
中

部
第

道 務
央

を

総
北

の

部
区

次
号

に
法

課
条

う
地

務
３

よ
農

農

え

事知道海北

第

西

業

置

項
排

、

１
用

て

第
用

い

条 規
、

成

の
水

平

暗 、

月

よ

北

ょ

４

に
き

年

定 道

知

層

日

、

道

土

７

り

海

。
併
た

合
し

の
立

事

改

か

成平、りよに

町

事

１
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月４年

」

の

村

項
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２
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第

赤

条

海
る
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２
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丁
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縦
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づ
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奥
北

館

目

目

目

丁

丁

館

及
尻
函

名

町

道

線

北
図

年

第

海
面

４

道
は

月

報

号

道
第
海
示
北

日

告
、

６

建 部
号
設

同
同

基
基

保
災

岸
防

海
砂

度

厚

点
点

真

２ ９
標
字

標
か
か

分
号
町

号

秒
柱
浜

柱
ら
ら

）
厚

）
方

真

向
度
角

番
番

分

番

地
地
東
１

ー

南

南
の

メ

地

度

の

基
点

三

域
次

ら
基

ト

東

角

内

と

点

海
よ

点 で
点

厚

保
に

ま
補

浜

岸
う

真

全
改
域
る

各
を

区
め

の

表

を
ぶ

緯

の
。

点
結

北

日

順
線

高

次
に

度

胆

結
囲

土

北
図

年

第

木

海
面

４

現業

道
は

月

号

所

示
北

日

告
、

６

林
磯
で

第
海

郡
管

道

知
理
内
署

建

町

号
設

字

部

湯
林
の
班

海
空

里
わ

岸
港

小

保
港

班

覧

島

島
木

縦

土

び

福
地
番

上

所
線
所

線

業

場

現

区
奥
浜 か

知

郡
）
先

郡

尻
地
地

磯

奥

地

字

町
奥
浜

町

尻
ら
海

内

浦
奥
ま

の

球
郡
）

湯

字
尻 尻

で

里

１
字

有

番
町

国

指
北

の
び

域
及
区
課
全
害

の
小
）
道

定
海

次
現
を
木

部
土
一

第

よ
所

の
業

角
南

ル

角
西
か

の

角
号

メ
メ

点

ら

ー
ー

標 ）
標
９

ル
ル

柱
号
度

ト
ト

点
点

柱
分

の
の

）
秒

振

ぶ
ま

分

沿

線
れ

岸

、
た

秒

の

基
区

苫

点
域

東

牧

と

経

小 港

補

度

海

点

北
岸
道
項

結

分

海
の

を

全
湾

事
岸

線

秒

知
海

ぶ

先

区
課

先
か
地

域
及

上
ま
ら

定
小
指
苫

の
び

後

一
管

の
港
）
牧

部
理
を
組
次
合

で
ら
で

ま
か
ま

の
に

前

よ
備

山

先
浦

檜

地
球

林

間
海
番

森

前更変

前

後

別の後 敷地の

で
ら
で
ら

か
ま
か
ま
か

幅員
ら

う
に
に
備
正
置
改
え
す
い

号

覧
。
縦

る
て に

点のルトーメ

保

、

か

区

点

）

高
全

補

向

は
欄

補

方

の

と

ら

橋
域

角

る
厚

点

み
真町

を

う
え
に
置
改
い す供

。
に
る
覧

す
縦

正
て

延 長 間区複重のと等道国



許

号
住
商
代
免

１
２
３
４

引
に

は
者
証

又
表

北

宅
業
よ

ま

海

者
り
平

れ

道

に
公
成

地

た

告

建

区

対
告

示

物

域

し
す
年

第

宅
る
４

取引

を
秒
度
向
１
点と

の

角
点

結

か

ぶ

分

メ
メ

補

方
線

点

向

ら方

、

秒

ー

度

ート

の

ト

向

ル
ル

分

点

方

線

角

角
結

点

、

）

か

メ

点

ぶ

を

ら
と

線
ー

結

南
、
ト
点

ぶ

東

ル
と

線

に
番

出の日にい

点

８

の

９
の

線

欄
１
た
国

町

と

、

海

日
１
字
、
有

高
の

平

胆
事

点
浜

社

成

振
項

と
地

台

境

沿
を

年

北

所
称
名
号

名
氏
番

界

番

会
取
道

内
式
表
海

稚
株
代

和

宗

央

役
事

中
社
締
知

市 丁
光
田
谷

４ ７
発

第

目
開
端

地
。
月

業
号

物

日

法
建

６

業
和
引
昭
取 つ

第
に
律
務
法
業
年
の い

）
て
号

の

メ
と

向

の
地

＝
地

秒

ー
補

点

の
度

点

－

ト
点

方

ル

向
分

の
メ

－

ー

点

地

１

＝

ト

）

秒

点

点

－

ル

を

の

）

の

結

方

地

ぶ

向
メ

を

－

ー

結

点

線
＝

５

ト

ぶ
、

点

－

ル

線

－＝ 向方らか）

）

点
点

角

メ
の

及

南東

＝

メ

か

点

点

ト

点
か

と
角

ら

－

ー

字
か

南

ル

）
ら

社

東

ら
の

を
南

台

に

南
点

結
東

南

に
ぶ

東

線
メ

）
番
に

メ

ー

ま
８

点

、
ー

ト

で
南

）

と

ー

ト

ル

引
東

、

点

メ

角東北番１目丁５
い
角
ト

の

ル

点）

の

た
か

点

岸
次

４

海
の

番
線

１

月

岸
と

西
沿

東

６

保
お

角
い

角

日

に

全
り
区
改

火

点

域
め

番
点

曜

）
）

の
る

日

か

表
。

東
を

）

有

高

ぶ
国

日

角
結
ら

線
浜

振

点
、
海

胆

）

番

正義
号

止
第
停

号

処

北

の
た
項
し
２
を
第
分
条

同

知

に
、

道

定
で

海

規
の

高

、
第
り
法

事

よ

－

点

を

ー
地

び

結
６

と

ト
点

ぶ
点

ル

－

＝
線

－

）

１

－

の
）

、

１

を結

地
－

点
点
か

ぶ

点
１

と

－

か
ら

線
点

５

ら

）

－

方

、
点

方

－
を

１

向
角

－

２
結

点

角

）
と

向

か

６

点
ぶ

を

ら
－
点

）
線

結

度 分 向方の秒

点
と

を

ん

、

度

方

度

５

メ

の

点

線
ら

と

点

ル

点
ー

か

、
南南

点

ら

点

点

点
東

か

南
点）

南

に

点

を

）

と
に

ら

東
を

）

結

東
結

点

を

ぶ

メ
結

線

ー

メ
ぶ

か

に

ー
線

ら

ぶ

、

トル

メ

ト
、

南に

線

点

、
の

ー

ル

点

ト

の
点

、線たい引でま らか点

点
地

沿

－

点

メ

ル

点
と

と

界

の

で
と
境

岸

ま 引

線
東
線

い

老

南
た

沿

白

番
い

北
岸

角
、

に

海
海
の

番

点
）
西

ら

知
老

点
南

か

道
白 の

を
角

国

事
町

北

高
項

結
有

真
に
い
札
の

ア
イ
入
次

２

堆

項

は

地
１
宅
第

橋

の
条
次 取

定規

み

物
の

る

建 調
納

納

ア
イ

向

達

平
平

結

だ

ら
－

ぶ

線

－

分
分

角
か
６

線

に

１

方

の
の

向
度

点

よ

点
、

秒
秒

か

っ

と

角

－

て
方
方

分

ら方
－
２
向
向
囲

イ

点のルト ）点

の
と

ー

点

－

ト
点

点
か

ル
）

点）

番

ら

の
を

結

南

東

＝

点
結

点

を

１

南

ぶ

）

線
西
を
に
ぶ
－

協

１

、
お
の
平

入

ア

な
定

点１
、
適
成

札
調
に
達

との次－＝
海

お
こ
用

、
地

）

橋
岸

線
点

浜

海

ぶ

保

海

境

ま
か
引

線

る
区

点
界

で

は
全 の

い
ら
沿

み
域

道

北

５
６

道海

業
業

公

後

務
務

志

製
村
加
れ

肥
狩
参
ず

停
停

者
該

施
業
る
も

造
農
す
に

興
に
当

設
振

な
こ

海
ン
要
る

北
セ
必
す

都

格
。

寿
ー
資
と

道
タ

郡
北

オ
分
耐
を
入
成
成
入

黒
海

ー
析
震
す

８
９

ト
値
ス
る
期
年
年
場

ン
品
日
月
月
所

ク
集
テ
物

レ
積
ー
蓄
レ
等 様

パ
薬
仕

ブ
積
ス
の

日
日

自
恒

入

ンコ
庫
等

ソ
品

動
温

ロ
送
同
土
サ

前
水

ー
風

壌
イ

温

砕
ン
自
処
槽

ル
定

粉
レ コ

抽
装

ラ
恒

調
ト
動
理

グ

プ
装

器

機
ン
出
置

ブ
温

整
レ
置
ッ

ホ用耕農

上
上

ー

以
以

サ

）
）

ータクラトルーイ

４

す
す
料

の
を
年

付
を
飼

物
カ

札
け
月

る
る
用

入
受

係
。
日

項
品
ッ

に
る
６

事

は

称

達

名

調

の
ー

る

等
タ

び

、

及 数

札入争競般一り 下以 札
年

量

入
支

止
止

庁

の
の

告

期
範

報

示

間
囲

号３第

成
地

平
宅

支

建 業
月
引
４
取

年
物

庁

松
道 村

郛
狩
熱
真

西
郡
町
田

内
光

野
字
原

１
一
１
明説札

）３－
）

１
１

。るよに

台
式
台
書

台
台
台
台

１
１
１
２
１
２

月４

台１
台
台
台
台

１

ュ

道

シ

海

ケ

北

ラマ

台

日
と」

さ

庁

成

支

作

志

で

後

。るす施実を）。うい

７
務
ら
業

か
全

日
の

れ

長

月

告

のでま日

示

間月３

第

智

に

美

達調

平

府政

片

た るす

子

関

号



号

ア

平

開
に
入

る

成

札
掲
札
落
額

そ９
の

札

げ
金

を

年

め
落

７

８

の
時

決

る
額

加

令
予
者
約

落
政
た
札
契
要

価
す
作

者
第
定
と
書

交
札
付
の

付交

格
る
成

５

６

決

入

保

以
以
入

札

説

札

下

入
以
証
入

下
札

下
札

金

保

政

に

を
保

財
明

４

令

消
参

納
証

務
書

札

札
札

執札
入

入

開
開

入

３

の行
札

条
道

平
を
道
約
海

格

契
北

成
有
が
す
行
項

年
る
う
を
田

４

に

定

入
等

算

月

お

に

札
に

し

６

い

当

及
係

た

日

、

っ

こ
消

額

て

た

び
る

金

火

２

て

の
費

曜

に

は

公
税

当

日

規

、

告
等

該

）

す

札

定
取

額

定

入

に
の

金

資

に

る
い

１

る

書

め
扱

に

定

の
。
の

条

格

記

入

円

他

方

制

要

の

方

限

否

囲
項
範
１
の
第

法
法

す

所

最
定

場

で
規

の

内
に

場

合

付

価
場

交

の
る

で

低

の

を

す

格

。じ同に３所

の

則
交

証

費

」

加

付
金

規

金
よ

る
納

」
付

税

と

し

す

関

う

」
う

こ
付

と
に

等

い

。
免

う
す

と

。

と

と
の

い

る

除

。
る

い

）

す
う
者

、

）
事

の

）
は

納

第
項

条

。 相
、

付
７ び
か

額
の

法
及
条

当
そ

方

場
場

日

場
日

北
ら

を
者

等

び及
所

時

所
時

所 日

会
成
ま
に
に

時
北
送
計
平
日 で
同
同

海
付
課

道
に
）
よ

年
に
じ
じ

郡
場

月
着

田
る

５
必
。
。

の

合

北
こ
指
示
郡

知
は

日
こ

安

道
。
競
場
知

海
と
名
す

１

第

札

北

示

入

町

告

争
所

に

丁

は

る

２

又

す

東

号

関

条

を

成

名

目

平

指

関

の

有

さ

に

満

を

載

札

未

い

金

る

数

な

た

す

端

し

れ

に

る

の

に

件

あ

者

額

条

が

入

金

反

き

た

該

違

と

し

当

入

そ

、

の

た

、

札

額

し

は

北

財
札

の

て
、
っ
き

。

も
除

る

を

務

規
札
務
入
財

効
第
有
則

な

の

は

項
限

１
に

第
札

条
入

む
見

、
海
第

含

道

。
積

地

の
っ

自

ま
務

）
も

方

条
財

た

治

で
規

契

法

の
則

約

施

定

分
額

令

る
和

５
金

行

め
昭

の に

と

費

和

ろ
北

当
消

昭

こ
年

相

に
海

す

後
）

町
郵

午
。

安
、

と

税

東条
号

時

１
番

２

北
便

送

２

に

丁
－

付

目

よ

道

は

道
海

合

海
北

場

北

る

海

さ

道

北

止

海

年

停

北

後

庁

示

い

支

告

て

志

道

れ

後

と

部

号

こ

務

５

い

総

第

な

分

るす

課

定

計

規

。

会

に

無

金
５

則
、

数
の

規
は

端

第

海

効

額
に相

と

を

。
各
る

す
り

す

切

条

当

道

．
．

公

よ
た
に
し
定
）
規
。
の
る

定
を
り
者

び

政

る
規

額
及

年

よ
道

る の
方

第
第

上
地

令

。
則

以
消 税
札

。
。

費

号
号

入

．

こ
こ
こ
詳

支
志

平

志
後

、

の
の
の
細

庁
支

成

２
庁

堂
部

月

講
務

５

階
総

年 所

約
本

員
る
契

契
日

ア
イ

の入購の品物

の
こ
約
名

事
当
落
で

捨
税
相

者
イ

資 て

報

公
入
入
は

告
札
札
、

の
及
の
入

内
び
執
札

容
契
行
説

は
約
は
明

予
は
、
書

定
、
公
に

で
調
開
よ

あ
達
す
る

り
手
る
。

、
続
。

変
の

部
。
関

手
及

一
と
に

の
語 本

免

る

に
日

に

す

続
び

在

通

事

務

い
国

税

事
称
地

お

者

担
北
郵
電
使
貨

業

を

て

道
番
番
す

が

当
海
便
話
用

志

言

る

る
後
号
号
る

い

す

と

組

語

き

織
支

金
者
る
者
る

た
業
す
札
あ

）
あ
額
な
を

額
で
金
と
か

も
か
入
た
し

を
る
を
っ
申

て
税
書
は
る

っ
免
札
者
出

札
業
記
落
と

落
事
に
、
こ

格
で
す
決
た

価
者
載
札
。

と
あ
る
定
だ

第

更
停
す
止
る
等
こ
が
と
有
が
り
有
得
り
る

及

。る得
。

び
－

は

の
庁
－

、

名
総

通
－

共

称
務

同

及
部

貨

企

び
会
北

内

体

在
課
道

業

所
計
海

費

田
線

消

地

税

郡

等

る
こ
後
し

事

町

税

安

免

知

を
。
や
落

る
か
と
速
、

す

が

、
わ

に
者

で
問

か
札

の
見

税
同

札
、

費
共

入
ず

消
体

加
も

の
業

参
積

等
企

に
契

事
場

る
た

税
の

す
っ

課

は
約

業
合

者

号

書

２

出

東

申

条

者

１

業

北

、
金

者
で

す出提

目

を

丁

る
て

費
の

あ
っ

消
額

で
あ

税

か
、

係

税
の

の
に

免
そ

分
等

事
構

る課
に

業
成



７

８

契
自
に

意
方
約
名

随
地
契

５

６

に
法
す

約
治
関
称

約

び
般
成

契

及
一
平
競

の相

争
年

手
随
一
入
北

３

４

び

札

平
落
及
ア
イ
ア
イ
落

氏
住
氏
住
金

成
札者

所
又

は又札落２
年
又

額

１

随
２
は

名
所
名

子

成

般
海
製
測
電

平

一
北
競
道
図
量

おとの次
年

争
小
機
機
計

器
器
算

り一
４

入

教道海北

平成

育庁

年

後

令
務
海

っ
行
事
北

よ
施
る

理

を
道

た

す
庁

和
当
育

由
昭
担
教 育

令
織
教

政
組
志

年
る
後

名
局

第
の
号
称
企

方
意
般
札
海
公
教

円
円
円
を
契
競
の
道

し

札

庁

定

入
告
育

決
約
争

示告局育

続

教

手

志

た

後

意

随

月
随

は

第

式
川
契

日
契

株
札
株
旭
意 に

の

会
市
会
市
約

約

式
幌

岩
央
太
条
係

相

社
中
社
７

契

方

崎
区
田
通
る

手 の

北
測

名

条
器
目
金

氏

４
量
丁
約

相の約契意

及

東
械
左
額

たし定決を方手

び

２
店

又
業

器

月

札
工
類
類
機

日
パ

意
学

随
等

日

は
高

類

６

２周
ー

契
校

波
ソ

約
学

ナ

に
科

ル

係
に
シ

コ

る
係
ス

競般

品
物
ム
受
ン

物
る
テ

及者札落りよに札入争 び

等
品

信
ピ

４

志

月

教

６

育

日

局告

火

示

道

曜

第

教

日

７

）

号

育庁後

所
務

第
び
総

）
及
画

在
課

号６第項１第２の
地
条

番１

所

目

住

丁

号

号１

に

名
入

ほ
ー

北
の
購

機
ュ

地

び

か

教
及

ほ

道
称

か
タ

海 育庁
数
志

目
目

後
量

品
品

教

一

約契意随

長局育

式
点
点

上

たし定決を方手相の 。

示告局育教志

北

。るよ

を

に

訓

達

は

示

く

公

イ

ウ

の

北

一

第

改

第

ア

海

部

８

主

め

第

達

訓

道

を

条

幹

る

条

令

地

次

第

」

。

北

北

海

海

平

道

道

成

北

地

海

地

方

般一猛林 の

平

を果結の

次

縦

成

次

の

覧

道海

監

地

査公

方

公

表

自

所

第

定

為

会

特

作

書

不

文

治

在

、

事

団

命

示

が

の

を

告

長

は

る

表

局

又

す

公

務

体

令

般

員

人

め

一

職

個

た

等

の

し

す

公

対

対

発

に

に

に

に

号

書

方

の

２

に

１

文

令

し

働

う

中

及

会

労

よ

項

、

委

に

当

び

長

長

事

２

事

員

改

課

該

第

が

を

局

事

す

補

務

号

務

会

正

局

。

主

次

の

務

る

佐

を

務

当

す

よ

員

事

相

管

の

職

扱

を

係

に

対

取

職

る

う

に

方

年

道

労

労

４

地

働

働

月

方

委

委

６

労

員

員

日

働

会

会

委

訓

事

員

令

務

会

第

道

局

事

１

事

務

号

地

務

局

方

扱

務

取

事

労

６

り

す

月

お

供

４

と

に

年

、し略省

）

は

。

日

」

る

す表公りおとの

関のそ 係

。る

４

法

地

号

第

報

北

７

道

第

海

条

田

項

道

規

郡

の 定

監

町

よ

安

に

知

査

要

個

許

も

を

、

、

る

示

り

も

に

認

る

的

、

す

別

可

の

り

る

取

す

を

令

等

の

命

可

含

長

改

し

又、し

の

消

も

程

む

め

、

規

。

相

る

一 に

成

下

職

的

平

以

当

。

般

同

を 。

す

北

。

む

令

年

じ

含

命

地

を

」

も

道

」

）

る

海

）

方

を

の

労

主

程

扱

規

取

働

幹

課

働

の

北

規

委

部

道

の

一

海

程

員

を

地

一

会

正

労

を

改

方

部

訓

る

委

正

す

働

改

令

令

を

会

訓

令

会

る

訓

員

す

北

道海北、は類書

次

長

道

査

海

海

海

海

監

北

北

北

査

員

監

監

監

監

委

道

道

道

員

務

委

委

委

委

事

査

査

査

っ

１

行

北

局

員

員

員

委

２

平

東

た

条

員

丁

成

目

公

に度年

表

財る係

第

政

長

し若為作に的方一は

訓

定

会

、

指

員

に

の

委

」

員

１

補

職

第

長

る

令

課

す

本

うよ

熊

の

）

」

」

号

佐

徳

宮

総

。

夫

るめ

信

定に

備に

井

藤

永

間

課務

石

伊

一

信

孝

一

置え

孝

政

光

利

的

、てい

助援 団体

号

監の等 査



表
表
る

第
公
別
別
め

道

改

報

平

条
に
第
第
。

成

第
登
２
３

中項４
２
載
の
中

訓、

年

第
第

」
項
し
注

イ

ウ
エ
オ

北
掲
施
契
第
第

る

要
条
条

急
と
海
示
行
印
１
１

至
こ

２

の
。
道
場
の
等
項
項

対
ア

成
職

の
第

さ
に
第
とす
条
決
応

せ
あ

る
要

な
る
条
る
第
定
す
重

か者権裁
け
者
た
。
１
書

必
れ
が
だ

項
用
表
な

ら

第

第

が
と
う
限
第

条

決

決
い
ち
り

条

な
を
書
主

定
う
、
で
条
定

）
易
い
次
案
務

事
を
。
軽

担
し
の
又
。
の
の
課

務
要

第
長

第

課
下

登

」
主

に
い
係
を
済

条
と
務
条
記

出
。
」
の
書

見
う
等
次
文

４

中
、
の
十

月

又
事
一

６

北
は
項
都

日

道
海

府

海
北
中
道

火

公
道
達
県

曜

報
庁
に
」

日

に
の
は
を

）

登
掲
」

し
場

二

載
示
を
十

及
道

。る削を
て
に
訓
都

第

取
）
公
に
際

、
中

」
掲

扱

報
掲
、

軽

い

に
示
特
要
の

及
な

を

登
を
殊

条
易

第
の

す

を
す
取

び
も

要

載

」

る

要
る
扱

も

す
も
い

も

要

第

の

る
の
を

条
を

示
る

項
示

至

の
掲
す

１
告

公
場
も

中
以

急

の
を
の

ば
順
し

第
紙
示
も

ら
そ
に

号
施
記

な
次
書

３
及
す
要

な
の
規

を
行
載
重

。
務
す

の
び
る

い
事
定

次

も

う
扱
と

こ
を
る

よ
取
こ

改
法

場
行
の

に
方
。

の
代

る
欄

に
る
あ

め
の

合
す
に

針方の理処な要
お
も
っ

い
の
て

。
に

受を示指の

成
は

当
な
指
は

よ
作
長

け

を
例

に
）
、

者
い
示
定

う

、
の
受
的

改

第

は
も

登
を
け
な

め

も
の

。

の

記
除
る
も

る

条

と
主

定

文
、
の
で

規

済
き

る
課

よ

の
の
す
務

に

書
そ

た
の

指

布
書
。
長

り

配
文

い
う
処

し
）
と
よ
の

を
の

。
改
）

し
を
う
に
理

と
」
て
事
）
め

務
」
る

記
当

登
担
を
。

の

書
に
課

文
」
務

済
者
主

県

を
示
び
府

配
め
事

の
改

し
達 」

、

令
」
は
に

法
て
に
」

特
改
に

に
に

別
め
改 。

府

定
。
る
道

の
る
め
都

る

を

あ

」

が

県

め

北

期

報
掲
の

外

場

の

載

親

案
公

限

登
示

起
の

者
書

る

、

任
文

あ

展

責
示

に

、

を
び

の

留

」
及

も

書

つ

速

軽
課
文

て

、

務
な

い

達

主
易

そ

証

」
」

、

達

長
書

は

配

事

次

、
す
、

、

て
と
は

は げ

課

担

掲

務
。
務

に

主
る

お

こ

不

に

と

が

者

る

長

当

き

決

よ

と

て

に

の

い

ろ

在
、し案起ら自、

は

定

り

者
、

書

当

当担務事は又

け
理
し
示

を

受
処
だ
指

示

と
つ
登
要

め

た
に
、
を

求

、
て
済
な

れ

き
い
記
し

ら

は
主
書
と

も

又
、
文
い

た

要
課
内
め

に

必
務
の
認

の

あ
長
が
も

い

が
の
容
る

つ

る

決
の

て

同
担

布
、
務

と
以
定
に

は

付
３
」

を
第
者

」
条
当

） 同

め

、
中
改

し
項
に

項
務

１
事

第
該
。

条
当
る

主
中
を

合 除

道

を

都

海

海

に

北

」

、

県

き

府

道

決
報

公

に
に

書
書
定
告

定
告
決
報

日

内

め
め

期

、

改
改

の

明 明

条

付

証

。
同

を

容

る
、

報

す

、

第

記

案

該

を

事

当

案

該

先

旨

告

る

分

下

す

区

の

案

の

職

起

の

題

報

次

標

情

の

も

に

位

、

と

公

作を案書定決に

は

要
い

必

き
下
を
つ

そ
務
る
は

に

、
主
す
て

要

内
長
の
こ

じ

の
課
も
、

応

者

付

告

回

報

容
」
の
の

決

番

す
長
管 等

下
係
以
る

主務
以

記別

別
別

第

記
記

６

第
第

号

の

継

紙
紙
用
用
書
書

３
６

報

用続継にび

紙

並

用

裏

続

題

報

標

り

用

お

開

表の紙

・

年告

・

報号

。るす告

取

報

日月

様

号
号

式

式
式
様
様
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を

第

注
次

）

項
う

係

事
よ

関

の
の

条

改
中
に

裏び及

」
。

を
る

達
め

第

本日

を

法方

書

扱

告

め

分

改に」を達び及訓

工

記

。

類

る

業 格規

号
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号番書文



毎 週

旨

金・火
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裁
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題
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情

付

行

回

施

り

用

者

お

開

権

号

取び

番

及

記別

別

第

記

８

第

号

８

様

号

式

様

平成 年

行発日曜

起

方扱

。るす定

題

決

標

・

定決日月

・

年

・

案

法

式
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・

年

決

を

第

次の

条

よ

関

う

係

に

）

改める。

４月６日 火曜日）
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・

書

年

・

行施

定

者案起
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分

日本

類

工

記
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号

北
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記

の

別
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こ

る
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期 間
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協

回
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先

）
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成

式

平

様

、

号
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長
補
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４年 施ら
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務

報
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北
富
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集
刷
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道

士
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」
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長
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画
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主

幹
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務
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第

文
式
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ト
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部
ン
務

道
課
社

書
会
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規業工

め改に

」

当

者
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号


